
 

欧米豪市場におけるインフルエンサー招請業務 

公募型プロポーザル 質問に対する回答 

 

記載箇所 質問の内容 回答 

６業務の内容

⑶インフルエ

ンサー招請 

本業務では、グリーンシーズンお

よび紅葉シーズンにそれぞれ 3 組

以上、合計 6組以上のインフルエン

サーを招請することとされていま

すが、各対象市場（米国・英国・豪

州）ごとに最低招請数が定められて

いるわけではないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

また、仮に特定の国（例：米国）

に招請者が偏った場合、審査上での

減点対象またはマイナス評価とな

る可能性があるかどうかも、あわせ

てご教示いただけますと幸いです。 

米国・豪州・英国が対象市場とな

っておりますので、それぞれの国に

訴求可能なインフルエンサーを各国

１名以上が最低招請者数となりま

す。 

また、特定の国に招請者が偏るこ

とが減点対象となることはございま

せん。 

それぞれの国における海外旅行動

向・訪日旅行動向・市場特性等を分

析の上、それぞれの国に適切と考え

られる招請者の数をご提案くださ

い。 

招請するインフルエンサーの取

材日数については「4泊 5日程度」

と記載されていますが、本業務にお

いて実施が求められている意見交

換会（体験終了後に実施）は、この

「4泊 5日」の日程内に含めて実施

する想定でしょうか。 

それとも、意見交換会は別日程

（帰国前あるいは帰国後）での実施

も可能という理解でよろしいでし

ょうか。 

また、当該意見交換会はオフライ

ンでの実施が前提でしょうか。 

あるいは、インフルエンサーの帰国

後にオンライン等で実施すること

も可と解釈して差し支えないか、ご

教示いただけますと幸いです。 

意見交換会については、本事業に

おける招請期間の中で、オフライン

での実施を行ってください。 

 本業務では「訪日検討者層に影響

力のあるインフルエンサーを招請

すること」とされておりますが、 

この要件を満たすインフルエンサ

ーであれば、在日外国人や日本人で

 提案説明書に記載する「訪日検討

者層に影響力のあるインフルエンサ

ー」の居住地や国籍は問いませんの

で、ご質問に記載の在住外国人や日

本人でも差支えございません。 



あっても起用は可能と解釈して差

し支えないでしょうか。 

たとえば、海外市場に対して継続的

に情報発信を行っている在日外国

人インフルエンサーや、 

ターゲット市場に影響力を有する

日本人インフルエンサー（英語話

者・海外フォロワー中心）の起用は

対象に含まれるかどうか、 

ご確認いただけますと幸いです。 

７  企画提案

を求める事項 

⑵インフルエ

ンサー招請 

提案にあたり「制作する動画の本

数」および「1本あたりの動画の時

間（分数）」の想定を示すことが求

められていますが、 

本業務において、1本あたりの動

画時間について最低分数や尺の目

安（例：5分以上など）が設定され

ているかどうかを確認させていた

だきたく存じます。 

 動画の長さについては、提案によ

るものといたします。 

 掲載媒体や対象市場の特性、ター

ゲット等を踏まえ、適切と考えられ

る長さの動画をご提案ください。 

インフルエンサーが制作・投稿す

る YouTube動画について、 

実行委員会が当該動画を二次利

用（例：SNS 広告出稿、Web サイ

トや「Visit Sapporo」等での転載・

埋め込み等）を行う場合、 

提案者が事前にインフルエンサ

ー本人から別途使用許諾を取得す

る必要があるか、ご確認させていた

だけますでしょうか。 

あわせて、使用許諾が必要な場合

には、その調整・契約手続きは提案

者側が担うことが前提となるかど

うかについても、併せてご教示いた

だけますと幸いです。 

 実行委員会が本事業とは関係な

く、６⑶ケに記載するインフルエン

サーの制作・発信する YouTube動画

の二次利用を行う場合、提案者がイ

ンフルエンサー本人に使用許諾を行

うことを必須とはいたしません。 

 また、インフルエンサーへの使用

許諾が必要な場合の調整・契約手続

きは、個別具体の事例によって必要

な対応が異なることから、現時点で

はご回答できかねます。 

 本業務では、当実行委員会が運営

する海外向け札幌市公式観光ウェ

ブサイト・SNS「Visit Sapporo」

との連携についても提案を求めら

れておりますが、具体的に想定され

ている連携手法や連携可能な媒体

 札幌市公式観光ウェブサイト・

SNS「Visit Sapporo」との連携は、

必須ではなく、本事業の目的達成の

ため、効果的な連携が可能である場

合は、その連携内容をご提案いただ

くこととなっております。 



（例：記事転載、SNS 投稿、動画

埋め込みなど）において、制約やガ

イドライン等がございましたらご

教示いただけますでしょうか。 

また、可能であれば、過去に実施さ

れた Visit Sapporoとの連携事例が

ございましたら、参考情報として教

えていただけますと幸いです。 

 また、公式 SNS・WEB サイトと

の連携に係る制限事項等は、SNS・

WEB サイトとの連携にあたり発生

する費用は本事業費内に含めること

となります。なお、連携内容は、受

託者決定後、委託者と調整を行うこ

ととなります。 

 また、過去の連携事例としては、

インフルエンサーの所有する SNS

媒体での Visit Sapporo SNSのタグ

付け等がございます。 

 


